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介護予防・日常生活支援総合事業第１号介護予防通所介護相当サービス重要事項説明書 
 
１ 事業者及び事業所概要 
（１）事業者の概要 
事業者名 すまいるサポート株式会社 
所在地 沖縄県南城市字つきしろ１７３９番地４３ 
代表者名 代表取締役 德盛裕元 
設立 平成２５年５月 
資本金 金３００万円 
社員 ２４名 
 
（２）事業所の指定番号およびサービス提供地域 
事業所名 デイサービス すまいるＬｉｆｅ 
所在地   沖縄県南城市佐敷字新開１番地１１４ 
管理者 平田 雄規 
介護保険指定番号 介護予防通所介護相当サービス （沖縄県 ４７７５６００３１７号） 
 
（３）通常の事業の実施地域 
通常の事業の実施地域 南城市及び沖縄県介護保険広域連合の構成市町村 
 
（４）営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～土曜日・祝日 営業時間  ８：３０ ～ １７：３０ 
サービス提供時間 ９：３０～  １６：４５ 

休業日 １２月３１日 ～１月３日 
 
（５）利用定員 
利用定員（１単位） 10名 
  
（６）事業の目的と方針 
事業の目的 すまいるサポート株式会社が開設するデイサービスすまいるＬｉｆｅ（以下「事

業所」という。）が行う指定地域密着型通所介護の事業（以下「事業」という。）

の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所

で指定地域密着型通所介護の提供に当たる者（以下「従業者」という。）が、要

介護状態にある高齢者（以下「要介護者等」という。）に対し、適正な指定地域

密着型通所介護を提供することを目的とする。 
運営の方針 老人介護事業が社会的に重要な責任を有する事業であることを自覚し、ま

ず、何よりも経営体の存続に努め、利用者の生活ニーズに沿ったサービスを

形成して、快適で安全な生活環境の創造に努めるために、社会的文化的諸価

値に対する責任を果たします。 

この使命達成のため、福祉の精神を忘れることなく、常に自ら廉潔を保ち、

自治の精神に基づく自由なる発想と創意工夫による健全な事業経営を行う

とともに、介護保険法等の関係諸法令を遵守し、いやしくも利用者の基本的

人権を侵害し、あるいは、品位を損ない公序良俗に反することのないよう事

業を営む。同時に常に職員の資質向上に努め、介護事業の発展に日夜努めて

いきます。 
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（７）職員体制 
 職務内容 計 

管理者 事業所の従業者の管理及び介護サービスの利用の申し込みに係る調整、他の従

事者と協力して通所介護計画の作成等を行うなど業務の実施状況の把握、その

他の管理を一元的に行うものとする。 

1名 

生活相談員 利用者及びその家族の日常生活における介護、環境整備、手続き関係などに関

する相談、助言を行うものとする。 

1名以上 

介護職員 利用者の入浴、食事、排泄などの介助及び援助を行う。 1名以上 
看護職員 利用者のバイタルチェック、服薬管理を行う。 

機能訓練指導員 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行

う。 
1名以上 

 
 
 
２ サービス内容 
（１）送迎：送迎を必要とする利用者に対し、専用車両による自宅までの送迎を行います。合わせて移動移乗介助

等を行います。 
（２）食事：看護師が嚥下機能評価し、口腔機能・個別疾患に合わせた食事形態で提供します。必要に応じ食事の

介助を行います。 
（３）入浴：シャワーによる入浴を行います。必要に応じ衣類の着脱、洗身、清拭、足浴、洗髪等入浴時の介助を

行います。 
（４）機能訓練：個々の利用者の介護計画や個別プログラムに沿って個別訓練をします。個別プログラムは、必要

に応じて個々の利用者のかかりつけの医師とも連携をして作成をします。基礎体力、身体機能低下を防ぎ、

日常生活動作に必要な基本動作訓練（歩行訓練、可動域訓練、車椅子の操作及び移乗、移動訓練）を行いま

す。 
（５）レクリエーション：体操や風船バレー等の室内活動、公園や地域の散策等の野外活動、主に体を動かす活動

をします。またそれぞれの身体状況に配慮したﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを行います。 
（６）趣味活動：利用者の希望に沿って諸活動（園芸、押し花・手工芸・アロマ等）を行います。またリハビリに

もつながる様々な製作活動（エコクラフト、かご作り等）も提案します。 
（７）行事活動：各行事で積極的に地域のボランティアや園児、学生の方を受け入れ、地域交流行ないます。又、

近隣の行楽地に出かけたり、目的地の地元の方々との交流を図ります。 
（８）生活相談：利用者及びその家族の日常生活における介護、環境整備、手続き関係等に関する相談、助言を行

います。 
（９）身体介助：排泄、移動、移乗の介護を行います。 
（10）健康管理：利用者の体調や健康状態に気を配り、健康保持増進のため必要な支援を行います。 
（11）服薬管理：利用者ごとに、薬の種類、服用されたかどうかの管理を行います。 

 
あなたへのサービス提供の担当職員(生活相談員)及びその管理責任者(管理者)は下記のとおりです。 

 サービスの利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 
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３ 利用料金 
（１）第1号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）利用料 
  介護保険を利用する場合は、介護保険負担割合証に定められた割合を負担して頂きます。ただし、介護保険の

給付の限度額を超えた部分にかかるサービスまたは介護保険対象外のサービスは全額自己負担となります。 
（下の表は一割負担の場合の金額になります） 

通所型独自サービス 

要支援１ 

月４回まで１回につき 月５回以上１月につき 

基本料金 利用者負担額 ※１ 基本料金 利用者負担額 ※１ 

４,３６０円 ４３６円 １７,９８０円 １,７９８円 

通所型独自サービス 

要支援２ 

月８回まで１回につき 月９回以上１月につき 

基本料金 利用者負担額 ※１ 基本料金 利用者負担額 ※１ 

４，４７０円 ４４７円 ３６,２１０円 ３,６２１円 

その他の加算 基本料金 利用者負担額 ※１ 

個別機能訓練加算 （Ⅰイ）（１日） ５６０円 ５６円 

個別機能訓練加算 （Ⅰロ）（１日） ７６０円 ７６円 

個別機能訓練加算  （Ⅱ）（月） ２００円 ２０円 

ADL維持等加算   （Ⅰ）（月） ３００円 ３０円 

口腔機能維持加算     （月） １５００円 １５０円 

科学的介護推進体制加算（LIFE加算）（月） ４００円 ４０円 

介護職員処遇改善加算Ⅱ  介護保険総単位数×９．０％（小数点以下四捨五入） 

 〇２割負担の場合は、上の表の※１の金額に２を乗じた金額になります。 
○送迎料金・入浴料金は基本料金に包括 
○上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、事前に新しい基本

料金を書面でお知らせします。 
 
（２）前項に定めるもののほか、希望する利用者又は家族等には事前説明を行い、同意を得て、その他の費

用として、以下の金額を徴収する（介護保険対象外）。  

① 食  費：４１０円（税込み）／１食、 

② おむつ代（各種）：リハビリパンツ１５０円（税込み）／１枚 

テープ止め１２０円（税込み）／１枚 

尿取りパット３０円（税込み）／１枚 

③ 手工芸代：それぞれ一つにつき１００円＋消費税（折り紙、木工品、裁縫道具、園芸品、調理用品

等の材料費）。 

 
（３）料金の支払方法 

請求書は、毎回のサービス提供日及びそれぞれのサービス提供毎の金額を明らかにした明細書を添えて利用

月の翌月１０日までにお客様にお届けします。その月の２０日までに以下のいずれかの方法で徴収します。 

①当事業所窓口での現金支払い 

②口座引き落とし 

お支払いを確認しましたら領収書を発行しますので大切に保管して下さい。 

 
４ サービスの利用方法 
（１）サービスの利用開始 
まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。重要事項説明書を提示、説明の上、契

約を結び、地域密着型通所予防介護計画を作成し、サービス提供を開始します。 
※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 
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（２）サービスの終了 
① お客様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。 
② 自動終了（以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービス終了します） 
・ お客様が介護保険施設に入所した場合 
・ 介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合 
・ お客様が亡くなられた場合 

 
５ サービス利用にあたっての留意事項 
利用者は、第1号通所事業介護予防通所介護相当サービス等の提供を受ける際には、次に掲げる事項に留意して下

さい。  

(１）健康状態に異常がある場合には、その旨申し出てください。  

(２）機能訓練する際には、機能訓練指導員の指示に従い訓練を受けてください。  

(３）浴室を利用する際には、従業者の指示に従い入浴してください。  

(４）利用者は、施設内で次の行為をしないでください。  

① 宗教や習慣の相違で他人を排撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。 

② けんか、若しくは口論すること、楽器などの音を異常に大きく出して静寂を乱すことによりほかの利用者の

迷惑を及ぼすこと。 

③ 指定した場所以外で火気をもちいること。 

④ 故意に施設、若しくは物品に損害を与え、又はこれらを施設外に持ち出すこと。 

⑤ 施設内の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

 
６ 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、親族、主治医、救急隊、居宅介

護支援事業者等へ連絡を行い、その他必要な措置を講じます。 
 

ご家族１ 
氏名  
連絡先  

ご家族２ 
氏名  
連絡先  

ご家族３ 
氏名  
連絡先  

主治医 
主治医氏名  
連絡先  

主治医への 

連絡基準 
 

 
７ 事故発生時の対応 
サービスの提供中に容態の急変などの緊急事態が発生した場合は、お客様がお住まいの市町村、ご家族、居宅介

護支援事業所などに連絡を行い、その他必要な措置を講じます。 
 また、当事業所の地域密着型介護サービス提供中に賠償すべき事故が発生した場合は、すみやかに損害賠償いた

します。なお、当事業所は（財）介護労働安定センター「介護事業者賠償責任補償」に加入し、損害賠償保険契約

を結んでおります。 
 

８ 非常災害対策 

（１）非常災害の発生に備え、避難経路及び協力機関等との連携方法を策定し、定期的に避難誘導訓練を実施し
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ます。  

① 従業員への防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難誘導の自衛消防訓練）･････ 年１回以上  

② 利用者を含めた総合訓練 （消火・通報・避難誘導及び消防署員の立ち会い・指導・消防設備点検）･････ 

年１回以上  

③ 非常災害用設備の使用方法の徹底 ･････ 随時   

 （２）利用者は、当事業所で行われる避難訓練に可能な限り協力すること。 

９ 業務継続計画 
  業務継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して地域密着型

通所のサービス提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練

を実施するものとする。 

２ 感染症の予防及び蔓延防止に関する会議等においてその対策を協議し、対応し指針等を作成し掲示を行う。

また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。 

 
10 個人情報保護の取扱いついて 
 （１）事業所の従業員、従業員であった者は、正当な理由がなくその業務上で知り得たお客様及びご家族の秘密

を漏らしません。ご利用者の医療上緊急の必要がある場合またはサービス担当者会議などで必要がある場合

には、あらかじめご利用者又はご家族の同意を得て、必要な範囲内でご利用者またはご家族の個人情報を用

いることがあります。 
 （２）従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく

なった後においても、これらの秘密を保持させるべき旨を従業者との雇用契約の内容としています。 
 
11 衛生管理について 

 （１）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、

衛生上必要な措置を講じます。 

（２）食中毒及び感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講じます。また、これらを防止するため

の措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保ちます。 

（３）事業所内は空調設備等により適温を確保するよう努めます。 

（４）管理者は従業者に対して衛生管理、又は食中毒及び感染症に関する研修を定期的に実施し、従業者が必要

な知識を習得するための措置を適切に講じます。また、従業者へは定期的に健康診断を受けるよう必要な措

置を講じます。 

 
12 居宅介護支援事業所に対する利益供与の禁止について 

 （１）指定地域密着型予防通所介護事業者は，居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，利用者に対して特定 

の事業者によるサービスを利用させることの対償として，金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

13 記録の整備について 

 （１）事業者は、利用者に対する通所介護サービスの提供に関する次の各号に定める記録を整備し、その

完結の日から５年間保存するものとする。また、利用者またはその家族の求めに応じ、これを開示し、

またはその複写物を交付するものとする。 

１．居宅介護支援事業者等との連絡調整に関する記録 

２．地域密着型通所介護計画 

３．アセスメントの結果記録 

４．サービス担当者会議等の記録 

５．モニタリングの結果記録 

６．利用者に関する市町村への通知に係る記録 

７．苦情の内容等に関する記録 

８．事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 
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（２） 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から５年間保存す

るものとする 

 
14 虐待防止について 

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずる。 

（１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３）その他虐待防止のために必要な措置 

２ 事業所は、サービス提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受 

けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する。 

 

15 身体拘束廃止について 

（１）事業者は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用 

者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。 

（２）やむを得ず前項の身体拘束を行う場合には、身体拘束の内容、目的、緊急やむを得ない理由、拘束の時間、 

時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や手続きなど厚生労働省が策定した「身 

体拘束ゼロへの手引き」を遵守し適正な取り扱いにより行うものとする。 

 

 

16 認知症ケアについて 

 （１）事業所は、認知症に関する十分な知識を習得し、専門性と資質の確保・向上を目的とし、定期的に研修を

実施する。 

（２）認知症高齢者への対応として、総合的なアセスメントを踏まえ、環境やチームケアを統一することで、認 

知症高齢者のニーズに即した生活支援を行う。パーソン・センタード・ケア（いつでも どこでも その人ら 

しく）本人の自由意志を尊重したケアを実践する。 

 
17 ハラスメント対策について 

   事業者は、ハラスメントについての方針、規定、相談窓口を定め、これを周知するとともに、ハラスメン 

トの防止に資するよう適切な措置を講じる。 

 
18 苦情処理体制 
 担当者による苦情受付→担当者による調査確認→利用者またはご家族への面談、文書などによる調査報告、再発

防止策の掲示、損害の填補方法の検討提案など。あわせてスタッフ会議などでの苦情内容と再発防止に向けた取り

組みの周知徹底。また苦情内容によっては、南城市または沖縄県介護保険広域連合および関連行政窓口への報告を

行います。 
  
当事業所が提供するサービスについての相談・苦情などの窓口 

デイサービスすまいる南城 
お客様相談窓口 

 担当 平田 雄規     
月曜日から金曜日   ８時３０分から１７時３０分 

   TEL ：098-988-1061 
※ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

 
居宅支援事業所の窓口 

 

  
   お客様が契約を結んでいる居宅介護支援事業所になります。 
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公的団体の窓口 

  沖縄県国民健康保険団体連合会 介護保険課 
  介護苦情相談：098-860-9026 

  沖縄県福祉サービス運営適正化委員会（県総合福祉センター3階） 
  TEL：098-882-5704  

  沖縄県南部福祉保健所 地域福祉班 
TEL：098-889-6364 

市町村の窓口 

  南城市役所 生きがい推進課  TEL：098-946-8985 
  沖縄県介護保険広域連合    TEL：098—911—7502 

与那原町役場 福祉課     TEL：098-945-1525 
  南風原町役場 保健福祉課   TEL：098-889-4416 
  西原町役場 福祉課      TEL：098—911-9163 

 
第三者評価の実施状況 

実施の有無 有 ・ 無 

直近実施日 年    月    日 

評価機関  

評価結果の開示状況  

 

19 （地域との連携） 

事業の運営に当たっては、地域住民またはその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域と

の交流を図るものとする。    

２ 当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図るこ

とを目的として、運営推進会議を設置する 

３ 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する区域を管

轄する地域包括支援センターの職員または市町村の職員、地域密着型通所介護について知見を有する

者等とし、おおむね６ヶ月に１回以上開催する。 

４ 事業者は、運営推進会議において活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等

を聴く機会を設ける。   

５ 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表

する。 

 

（その他運営についての重要事項） 

従業員の資質向上を図るため次のとおり研修を設けるものとする。 

一 採用時研修  採用後１ヵ月以内 

二 継続研修   年１回以上 

三 認知症介護基礎研修（医療・福祉関係の資格を有さない者） 

２ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。 

 一 事業者は、利用者に対し、サービス提供前に個人情報利用の事前同意書に基づき、適切な取り扱いに

努める。 

 二 事業者は、従業者に対し。入職時に個人情報取り扱いに関する誓約書に基づき、適切な取り扱いに努め
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る。 

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなっ

た後 

においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業員との雇用契約の内容とする。 

４ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、事業実施主体であるすまいるサポート株式会社

と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 
 
 
 
 
当事業所は、介護予防通所介護相当サービスの提供にあたり、サービス内容及び重要事項を説明し、重

要事項説明書に同意を得て交付致しました。 
 

令和   年   月   日 
 
 

【事業者】 
沖縄県南城市字つきしろ１７３９番地４３ 

 すまいるサポート株式会社 
【事業所名】 
デイサービス すまいるＬｉｆｅ   

 
重要事項説明者                    印  

     
【利用者】   
上記の内容の説明及び重要事項説明書の説明・交付を受け、サービス提供の開始に同意しました。 

 
令和   年   月   日 

    
   住   所 
 

利用者氏名                    印 
 
署名代行事由 
 
住   所 
 
家族又は代筆者氏名 
 
（続柄   ）                       印 

 
 


